
地域の安心・安全情報基盤
『安心・安全公共コモンズ』

の実現に向けて

平成２１年３月１３日
総 務 省
情 報 流 通 行 政 局
地 域 通 信 振 興 課
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（１）災害情報提供を中心にした実証モデルの企画、検証
（２）各種事業者が参画できる情報基盤の在り方の検討
（３）災害情報の提供を中心とした全国モデルの検討

（１）災害情報提供を中心にした実証モデルの企画、検証
（２）各種事業者が参画できる情報基盤の在り方の検討
（３）災害情報の提供を中心とした全国モデルの検討

災害発生時等においては、情報が国民に分かりやすい形で迅速かつ的確に伝えられることが不可欠である。
また、近年のＩＣＴの技術進歩により、伝達する手段の高度化・多様化が図られている。 そこで、災害時の情報を

はじめ、国民生活に不可欠な安心・安全に関する情報について、できるだけ多くの情報源から必要かつ正確な情
報を収集する方策や、地上デジタル放送をはじめ多様なメディアの活用方策など、安心・安全に資する情報基盤
の在り方等について検討することを目的として、「地域の安心・安全情報基盤に関する研究会」を開催する。

災害発生時等においては、情報が国民に分かりやすい形で迅速かつ的確に伝えられることが不可欠である。
また、近年のＩＣＴの技術進歩により、伝達する手段の高度化・多様化が図られている。 そこで、災害時の情報を

はじめ、国民生活に不可欠な安心・安全に関する情報について、できるだけ多くの情報源から必要かつ正確な情
報を収集する方策や、地上デジタル放送をはじめ多様なメディアの活用方策など、安心・安全に資する情報基盤
の在り方等について検討することを目的として、「地域の安心・安全情報基盤に関する研究会」を開催する。

検討内容検討内容

背景・目的背景・目的

開催スケジュール開催スケジュール

平成２０年２月２９日 第１回会合

５月 ８日 第２回会合

６月１２日 第３回会合

７月 ２日 報告書公表

平成２０年２月２９日 第１回会合

５月 ８日 第２回会合

６月１２日 第３回会合

７月 ２日 報告書公表構成員構成員

座長 後藤 滋樹 早稲田大学 理工学術院教授
座長代理 吉井 博明 東京経済大学 コミュニケーション学部教授

大西 孝 兵庫県 防災監
岡田 円治 日本放送協会 編成局長

音 好宏 上智大学 文学部教授
芝 勝徳 神戸市外国語大学 教授
中村 功 東洋大学 社会学部教授

本庄 克彦 日本電信電話株式会社 研究企画部門 チーフプロデューサ
山内 正 岐阜県 防災対策監
渡辺 興二郎 日本民間放送連盟報道委員会委員・報道小委員会委員長

※ 研究会は、総務省大臣官房総括審議官が主宰（官房企画課が事務局）

１．総務省「地域の安心・安全情報基盤に関する研究会」の開催
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現状

○ 住民向け災害情報の提供について、
最低限の対応はなされている

主な課題

① 伝達手段の効率化
② 災害情報の更新の迅速化
③ ＩＣＴの効果的な活用
④ 行政機関内の情報のやりとりの統

合化

⑤ 国への災害報告の様式等の共通化

現状と課題

住民視点に立った災害情報等の提供
が必要

情報発信者（地方公共団体等）と情報伝達者
（放送事業者等）が、個別に一対一のシステム
を構築する方法では対応困難

（ｎ対ｎモデル）
↓

これら二者の中間に、災害情報等の授受
を共通化する仕組み（共通基盤）を構築す
べき

① 情報提供の迅速性、信頼性、
② 住民の視点での必要性、
③ 地方公共団体にとっての有用性、
④ 簡便性、 ⑤ 自主性・任意性、
⑥ 継続性、⑦ 効率性、⑧ 技術適応性

○ 情報発信者及び情報伝達者の合意に基
づきシステムを構築、運用

○ 低廉で効率的なシステムの構築
○ 地方公共団体の入力負担を軽減する方

策の検討 等

『安心・安全公共コモンズ』の構築

８つの基本原則

主な留意点

実証実験の実施、関係府省庁との連携等

１－１．研究会報告書の概要（平成２０年７月２日公表）
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地域の安心・安全情報基盤
『安心・安全公共コモンズ』

の実現に向けて

総 務 省
平成２１年３月１２日

１－２．「Ｎ対Ｎモデル」と「安心・安全公共コモンズモデル」（報告書本文ｐ５より）
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安心・安全安心・安全
公共コモンズ公共コモンズ

地方公共団体
［例：避難勧告・指示］

交通関連事業者
［例：交通機関

運行（運航）情報］

ライフライン事業者
（ガス・水道等）

［例：ライフライン
復旧見通し情報］

・
・

多方面からの
多様な情報

パソコン

多様なメディア
から情報提供

テレビ

携帯電話

情報を収集・フォーマット変換

デジタルＴＶ

パソコン

携帯電話

生活者（住民）

データの交換方式の統一
（ＴＶＣＭＬ等）

データの交換方式の統一
（ＴＶＣＭＬ等）

多様なメディアを活用して、高齢者をはじめ誰もが、いつでもどこでも、分かりやす
い形式で地域の安心・安全に係るきめの細かい情報を迅速に入手できるように
するための具体的な仕組みを、早急に構築することが喫緊の課題

住民への情報提供が容易な『安心・安全公共コモンズ』の構築が必要住民への情報提供が容易な『安心・安全公共コモンズ』の構築が必要

地域において、災害情報等の授受を共通化す
る仕組みとして、①情報の収集・配信等の機
能、②データの入出力方式を同じにする機能、
を有する災害情報基盤システムを構築

情報を提供

１－３．『安心・安全公共コモンズ』の構築モデル
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テレビデータ放送イメージ

避難準備、避難勧告、

避難指示、避難所情

報（開設） など

避難準備、避難勧告、

避難指示、避難所情

報（開設） など

気象情報、道路情報、

河川情報、交通情報、

防犯情報 など

気象情報、道路情報、

河川情報、交通情報、

防犯情報 など

緊急時
左記に加え、

水・食料に関する情報、
公的な情報（罹災証明、
ゴミ処理等）、
緊急医療情報 など

左記に加え、

水・食料に関する情報、
公的な情報（罹災証明、
ゴミ処理等）、
緊急医療情報 など

左記に加え、

ライフライン情報（電気・
ガス・水道・通信）
ハザードマップ
など

左記に加え、

ライフライン情報（電気・
ガス・水道・通信）
ハザードマップ
など

情報発信者：
主に地方公共団体

情報伝達者：
放送事業者（、ＣＡ
ＴＶ事業者、コミュ
ニティ放送局等）

情報発信者：
主に地方公共団体

情報伝達者：
放送事業者（、ＣＡ
ＴＶ事業者、コミュ
ニティ放送局等）

当初モデル 発展モデル

左記に加え、

情報発信者：
ライフライン関係
事業者など

情報伝達者：
通信事業者など

左記に加え、

情報発信者：
ライフライン関係
事業者など

情報伝達者：
通信事業者など

１－６．『安心・安全公共コモンズ』を活用した住民向け情報提供の全国的な定着に向けて

○ 『安心・安全公共コモンズ』の構築

完全デジタル化が完成する平成２３（２０１１）年を目途に実現。

○ 『安心・安全公共コモンズ』の構築

完全デジタル化が完成する平成２３（２０１１）年を目途に実現。

平常時
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１ 日程
第１回：平成２１年２月５日（木）
第２回：平成２１年２月２５日（水）

２ 実証実験の概要
＜第１回＞ ２月５日（木）の第１回実験は、東南海沖地震の発生を想定した三重県災害対策本部総合運営図

上訓練に併せて行われ、同訓練における三重県市町の被害情報および避難勧告情報について、安心・安全
公共コモンズ東海実証実験協議会のシステムを経由して各放送局等に電子的に情報を伝達。

＜第２回＞ ２月２５日（水）の第２回実験では、東海三県に超大型の台風が襲来したことを想定し、東海三県の
２３の市町、鉄道事業者、ライフライン事業者から、避難勧告、避難所開設、鉄道の運行状況、ライフラインの
提供状況などの情報について、同システムを経由して各放送局等に電子的に情報を伝達。なお、この第２回
実験では、市町からの情報の入力について、新たに開発した簡易入力が可能なシステムを利用。

３ 実証実験システム
次ページ以下を参照。

４ 実験参加団体
情報発信者側 （第１回）三重県（三重県災害対策本部総合運営図上訓練参加市町を含む。）、

（第２回）岐阜・愛知・三重県内の２３市町、名古屋鉄道(株)、東邦ガス(株)

情報受信者側 （第１回）放送事業者、ＣＡＴＶ事業者、地方公共団体等の２１の団体
（第２回）放送事業者、ＣＡＴＶ事業者、地方公共団体等の２５の団体

５ 実証実験の結果
基本的なシステムとしては問題なく稼働し、実験は成功。今後、細かな運用上の課題を改善した上で、継続的

な運用に向けての体制づくり等を進めていく必要がある。

２．『安心・安全公共コモンズ』平成２０年度東海実証実験について
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安心・安全公共コモンズ東海実証実験のイメージ

市 町

（岐阜・愛知・三重実験参加市町）

（実験システム

以外の情報伝

達にも今後活
用可能）市 町

市 町

第１回実証実験（２／５） 第２回実証実験（２／２５）

情報
の

発信

実験に参加する地上放送事
業者等のシステム

放送事業者、地方公共団体、その他実験参加者

・・・

各実験参加者

インターネットを利用した情報の確認・検索 TVCML・ＲＳＳによる電子データ配信

・・・ ・・・ ・・・

電子メール・ＦＡＸ

安心・安全
公共コモンズ
東海実証実験

協議会システム

情報
の

受信

・・

蓄 積 機 能

A地域
災害関係情報

防災情報

交通
運行情報

ライフ
ライン情報

B地域
災害関係情報

ラ イ フ ラ イ ン 情 報
収 集 機 能

交 通 運 行 情 報
収 集 機 能

災 害 関 係 情 報
収 集 機 能

災 害 関 係 情 報 等
収 集 機 能

検 索 機 能 情 報 配 信 機 能

シ ス テ ム 連 携 基 盤
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簡易入力システム（ＥＸＣＥＬを利用）のイメージ

※ 第２回実験時（２／２５）の、各
自治体からの情報発信において、
各自治体があらかじめ、ダウン
ロードして、利用

名古屋市  第4報　避難準備

2009 年 1 月 8 日 10 時 0 分

災害名 　 名古屋豪雨

災害識別番号 2310009010801 (第 4  報)

2009 年 1 月 8 日 10 時 0 分

2009 年 1 月 8 日 9 時 38 分

対象人数 100 人

対象世帯 30 世帯

実避難人数

新
規
勧
告
内
容

発令日避難準備

  運河町 : 避難準備 : 2009年01月08日09時38分
  尾頭橋 : 避難準備 : 2009年01月08日09時38分
☆岩塚町 : 避難準備 : 2009年01月08日10時00分

名古屋 発生日時

地
区

岩塚町

避難勧告種別

0

0

報 告 日 時

都 道 府 県愛知県

市 町 村名古屋市

団 体 名名古屋市防災本部

こちらは名古屋市です。ただ今、名古屋で発生した大雨のため10時00に岩塚町に対して避難準
備情報を出しました。
お年寄りの方等避難に時間がかかる方は､直ちにへ避難してください。その他の方も避難の準
備を始めてください。○時間後に○○川の水位が危険水位に達する恐れがあります。　

避
難
の
状
況

避
難
勧
告
状
況
一
覧

通
達
内
容

実 避 難 状 況

３０世帯へ避難準備を発令しました。

人

世帯

発生場所

避難対象
実避難世帯数

プリント
アウト
可能・
情報入
力後、
メール
で通知

9

登録テンプレート 例

簡易入力システムでは、登録テンプレートの活用が可能

5



10

電子メール、ＦＡＸによる情報提供のイメージ
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検索結果一覧画面／詳細情報閲覧画面のイメージ
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ＴＶＣＭＬによる配信のイメージ

13

実証実験の模様
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実証実験におけるＴＶデモ画面への情報表示の例

※ 画像は、テレビ
局内での実験用
デモ機への表示

15

東海地域

総務省本省
研究会

全国

コンセプト形成 試行的実証実験の実施

H20.2.29 開催

H20.6.18 最終会合

H20.7.2 報告書公表

東海実証実験協議会（産官学連携）

産官学からの参加者から構成された

東海実証実験協議会において、試行的

な実証実験（システム構築等）を実施

第１回：H21. 2. 5 第２回：H21. 2. 25

１ 総務省（本省）
研究会の開催

総務省本省（事務局：
官房企画課）で「地域の
安心・安全情報基盤に
関する研究会」を開催し、
２０１１年頃を目標とした
『安心・安全公共コモン
ズ』の構築やそのための
実証実験の必要性につ
いて提唱
（H20.7.2 報告書公表）

２ 東海地域での試行的実証実験

東海地域において、 総務省東海総合通
信局主催の検討会での、東海地域における
実証実験の在り方の検討を踏まえ、産官学
から構成された「安心・安全公共コモンズ東
海実証実験協議会」が主体となり、実験用
のシステム構築を行った上で、試行的な実
証実験を実施。

第１回実証実験：H21.2.5
第２回実証実験：H21.2.25

H21年度H20年度

全国地域

実証実験参加地域を
複数に拡大。恒常的な
システム運用を見据え
た実証実験の実施。

３ 複数地域での本格的実証実験

平成２０年度東海地域における実証実験
結果を踏まえ、東海に加え、複数地域を結
んだ実証実験を行う。

・主な検証内容

平成２２年度以降の実運用を見据えたシ
ステムの検討

複数地域での恒常的な情報連携を想定し
た運用や技術の検証

３．地域の安心・安全情報基盤（安心・安全公共コモンズ）の実現に向けて

本格的実証実験の実施
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運営体制について

○ 関係者間の合意形成の迅速性や提供情報の信頼性の確保等の観点からすれば、
当面、中立的で公共的な団体において運営を行うことが適当。

運営体制について

○ 関係者間の合意形成の迅速性や提供情報の信頼性の確保等の観点からすれば、
当面、中立的で公共的な団体において運営を行うことが適当。

システムに係る費用について

○ より低廉な費用で構築、運用されるべき。費用については、参画者による共同負担
を含め、地域の実情等を考慮した上で検討することが必要。

システムに係る費用について

○ より低廉な費用で構築、運用されるべき。費用については、参画者による共同負担
を含め、地域の実情等を考慮した上で検討することが必要。

その他

○ 情報を発信する地方公共団体の担当職員等にとって、情報入力作業が新たな負
担となることのないよう、十分配慮することが必要。

○ 災害時等の緊急時に有効に機能するためには、平時からの運用が重要。住民
ニーズに留意しつつ、平時からの情報提供等についての検討が必要。

○ ネットワーク回線に関しては、既存の設備等の有効活用を図る観点からも、
ＬＧＷＡＮの活用などが効果的。

その他

○ 情報を発信する地方公共団体の担当職員等にとって、情報入力作業が新たな負
担となることのないよう、十分配慮することが必要。

○ 災害時等の緊急時に有効に機能するためには、平時からの運用が重要。住民
ニーズに留意しつつ、平時からの情報提供等についての検討が必要。

○ ネットワーク回線に関しては、既存の設備等の有効活用を図る観点からも、
ＬＧＷＡＮの活用などが効果的。

運用ルールについて

○ 地域の実情を踏まえつつ、参加者の合意に基づき「運用ルール」を策定することが
必要。その際、放送事業者の編集権との関係については、情報伝達者の情報伝達
が義務付けられることのないようにすべき。

運用ルールについて

○ 地域の実情を踏まえつつ、参加者の合意に基づき「運用ルール」を策定することが
必要。その際、放送事業者の編集権との関係については、情報伝達者の情報伝達
が義務付けられることのないようにすべき。

３－１．実現に向けた基本コンセプト

公共コモンズを実現するにあたり、システム及び運用面について、
以下の点に留意し進める必要

公共コモンズを実現するにあたり、システム及び運用面について、
以下の点に留意し進める必要
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○ 関係府省庁との連携

・ 内閣府、国交省等、関係府省庁が緊密に連携し、親和的なシステム構築が
なされることを期待。

・ 省庁間の情報交換や共有において、XML文書の定義、交換のための指針

や基盤が構築されることを期待。
・ 国への報告における様式等の共通化、簡素化等が図られることを期待。

○ 関係府省庁との連携

・ 内閣府、国交省等、関係府省庁が緊密に連携し、親和的なシステム構築が
なされることを期待。

・ 省庁間の情報交換や共有において、XML文書の定義、交換のための指針

や基盤が構築されることを期待。
・ 国への報告における様式等の共通化、簡素化等が図られることを期待。

３－２．社会システムとしての定着に向けて

平成２２年度の実運用・社会システムとしての定着を推進するにあたり、以下の事項に
ついて連携及び検討を進めていく必要

○ 産・学・民・官の連携

・ 安心・安全公共コモンズに利害を有する者が参加可能な合意形成機関を
設置。

○ 産・学・民・官の連携

・ 安心・安全公共コモンズに利害を有する者が参加可能な合意形成機関を
設置。
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